
浜松市商店街魅力アップ支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、商業や商店街の活性化を目的として、商業者が自ら課題を抽出し、課題

解決のために考え、実施する事業を対象とし、その経費の一部について、予算の範囲内

において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭

和５５年浜松市規則第１７号。以下「規則」という。）、及びこの交付要綱の定めるとこ

ろによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、商店会及び卸売業、小売業を営む商業者が中心となり、商業、商

店街の活性化等を目的として組織する３人以上の団体（以下「商業者団体」という。）

とする。ただし、第３条第１項第１号については、商店会と連携して事業実施する 

特定非営利活動法人、社会福祉法人等の３人以上で組織する団体等も対象とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、次の各号に規定する事業とする。 

(1) 集客拠点施設整備事業 

商店街の活性化を図るため、商業者団体、特定非営利活動法人及び社会福祉法人等

の団体が実施する「恒常的に人が集う仕組みづくり」を目的とした集客拠点施設整

備事業。 

(2) 賑わい創出事業 

商店街の日常的な賑わいづくりを目的として、商業者団体が実施するイベント事業。 

(3) 商店街活性化事業 

地域の商業振興や商店街の魅力アップを図るため、商業者団体が実施する事業。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは事業の対象としない。 

(1) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

(2) 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 

(3) 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受ける事業 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項各号に該当するもの 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象となる経費は、別表１から３に掲げるものとする。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に規定する経費から、当該補助金以外の補助

金、協賛金、寄付金、事業実施に伴う収入を除いた額の１／２以内(金額に千円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、各事業の限度額は次の各号のとおり

とする。 



 (1) 第３条第１項第１号に規定する事業１件あたりの限度額は、１，０００万円とする。 

 (2) 第３条第１項第２号に規定する事業１件あたりの限度額は、５００万円とする。 

(3) 第３条第１項第３号に規定する事業１件あたりの限度額は、２００万円とする。 

（事業の提案等） 

第６条 事業を実施しようとする団体（以下「提案団体」という。）は、市長が定める期限

までに、次に掲げる書類を提出するものとする。 

 (1) 事業提案書（第１号様式） 

(2) 収支計画書（第２号様式） 

(3) 団体の概要書（第３号様式） 

(4) 商店会長の同意書（商店会が主体となり、当該商店会の範囲内で実施する事業を除

く。） 

２ 市長は、前項の規定に基づいて提出された事業提案書について、商工部商業振興施策

推進会議において、審議し、決定するものとする。ただし、同一の事業の採択について

は、第３条第１項第１号に規定する事業については１回、その他の事業については３回

までとする。 

３ 市長は、前項の選考結果について、提案団体に対して選考結果通知書（第４号様式）

により通知するものとする。 

（交付の申請） 

第７条 団体が補助金の交付を申請する場合は、次に掲げる書類を、市長が定める期日ま

でに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限り

でない。また、事業計画書の作成にあたっては、市が委託する支援機関への相談並びに

アドバイスを受けるものとする。 

(1) 補助金交付申請書（第５号様式） 

(2) 事業計画書（第６号様式） 

(3) 収支予算書（第７号様式） 

(4) 施設概要書（第８号様式）（集客拠点施設整備事業の場合） 

(5) 直近の法人税納税証明書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類 

（交付の決定及び条件） 

第８条 市長は、補助事業者から補助金の交付の申請があったときはこれを審査し、当該

申請が適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（第９

号様式）により、通知するものとする。なお、次の各号に掲げる事項を交付の条件とし

て付するものとする。 

 (1) 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

 (2) 補助事業の内容の変更（市長が軽微であると認める場合は除く）、又は配分の変更（補

助対象経費の２０％以下の変更を除く）をする場合は、あらかじめ市長の承認を得な



ければならない。 

  (3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けなければならない。 

 (4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならない。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（事業変更等の承認申請） 

第９条 前条第１項第２号の規定に基づく承認の申請は、次に掲げる書類により行わなけ

ればならない。 

 (1) 事業変更承認申請書（第１０号様式） 

 (2) 変更事業計画書（第６号様式） 

 (3) 変更収支予算書（第７号様式） 

（事業変更等の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、申請者へ補助金変更交付決定通知書（第１１号様式）により、通知

するものとする。 

 （事業の実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金

の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、次に掲げ

る書類により、市長に補助事業の実績報告をしなければならない。また、事業実績書の

作成については、市が委託する支援機関による課題抽出・評価等を付して提出するもの

とする。 

 (1) 実績報告書（第１２号様式） 

 (2) 事業実績書（第１３号様式） 

  （集客拠点施設整備事業については、開設後３年間事業の成果について報告すること） 

 (3) 収支決算書（第１４号様式） 

 (4) 事業経費金額を証する書類 

（補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、補助金交付確定通知書

（第１５号様式）による。 

（補助金の請求） 

第１３条 補助金交付確定通知書を受けた事業者が補助金を請求しようとするときは、市

長に対して請求書（第１６号様式）により請求するものとする。 

（概算払の承認申請） 

第１４条 補助事業者は、規則第１６条第２項の規定により補助金の概算払を受けようと

するときは、補助金概算払承認申請書（第１７号様式）及び資金状況調（第１８号様式）

を市長に提出しなければならない。 



（概算払の承認） 

第１５条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めた

ときは、申請者に補助金概算払承認通知書（第１９号様式）により通知するものとする。 

（概算払の請求手続き） 

第１６条 補助事業者は、前条による補助金概算払承認通知書を受領した場合は、概算払

請求書（第１６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第８条の規定による交付決

定の変更、又は全部もしくは一部を取消しすることができる。 

 (1) 法令、条例、規則又は本要綱に基づく市長の処分もしくは指示に違反した場合 

  (2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

  (3) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

  (4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部若しくは一部を継続する

必要がなくなった場合、又は補助事業の目的を達することができなくなった場合 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 市長は前２項の取消しに係る部分に対して補助金が交付されているときは、期限を定

めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

４ 市長は、前項の返還を命じる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年１０．９５％の割合で

計算した加算金の納付を併せて命じるものとする。 

（補助金の返還） 

第１８条 前条の補助金の返還命令の通知は、補助金返還命令書（第２０号様式）による

ものとする。 

（財産の管理等） 

第１９条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならな

い。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければなら

ない。 

（財産処分の制限） 

第２０条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産およびそ

の従物、備品等の財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関



する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、市長が別に定める期間とする。 

３ 市長は、補助事業者が前項に規定する期間に達することなく財産を処分したときは、

当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。 

（公表） 

第２１条 市長は、補助事業となった事業概要等をホームページ等で公表するものとする。 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２４年度までの補助金に適用する。 

２ 浜松市がんばる商店街サポート事業費補助金交付要綱は、平成２２年３月３１日限り、

廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

(1) 集客拠点施設整備事業 

補助対象となるもの 

床工事 内装材及び下地材 

天井工事 内装材及び下地材 

壁・店舗間間仕切壁 内装材及び下地材、防犯対策及び消防法に定められた設備 

店舗に必要な電気工事 

分電盤から個別店舗までの引込工事 
コンセント取付工事 
照明機器取付工事 
店舗内の電話配線及び電気取付工事 
インターネット環境整備工事 
自動火災報知設備工事 

電気設備工事 内 
 

容 
動力設備工事 

店舗に必要な空調・換気工事 
空調・換気設備工事 

内
容 メインダクトから吹出口までの工事 

店舗に必要な給水、排水工事 
給排水衛生設備工事 

内
容 メイン配管から給水口、排水口までの工事 

店舗に必要なガス工事 

配管工事 ガス設備工事 内
容 

ボイラー 
集客拠点施設の備品として必要なもの 
※備品等については、１点あたりの補助金交付額の上限を 

２０万円とする。 
備品等 

具
体
例 

陳列棚 
陳列ケース 
レジスター 
等 

家賃 
補助対象となる家賃は、施設開業年度の単年度のみを対象とす

る。補助対象経費は、敷金、保証金、礼金等の一時金を除く、賃

借料相当額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）。 



別表２ 

(2) 賑わい創出事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 経 費 留      意      点 

報償費 イベント実施に伴う出演者への謝金 等 

賃金 特定の技量を要する行為又は特別に役務の提供が必要と認

められる場合に、社会通念上適当な人数・時間の範囲内で

実施する経費を対象とする。スタッフは一人あたり時給

800 円、日給 6,400 円を標準とする。実施団体構成員によ

る講師料は、賃金とし、時給 3,500 円を上限とする。 

需用費 消耗品・燃料費・電気料・ガス代・印刷製本費・修繕費・

広告宣伝費・その他物件費 等 

役務費 電話料・郵便料・イベント実施に係る保険料 等 

委託料 事業委託費 等 

（ただし事業全てを委託する場合は補助対象外とする） 

使用料及び賃貸料 会場・資機材等の使用・借上げに要する経費 

原材料費 イベント実施のために必要な材料費 等 

※すべて直接事業実施にかかる経費とする。 

※領収書を徴することができないもの（賃金及び交通費等実費弁償分は除く）は補助対象外

経費とする。 

※報償費及び賃金については、補助金額の５０％を超えないものとする。 

※飲食代（講師等の分も含む）は補助対象外経費とする。 



別表３ 

(3)商店街活性化事業 

 

対 象 経 費 留      意      点 

報償費 講師等専門家の謝金・記念品（消費者モニター謝礼）等 

賃金 特定の技量を要する行為又は特別に役務の提供が必要と認

められる場合に、社会通念上適当な人数・時間の範囲内で

実施する経費を対象とする。スタッフは一人あたり時給

800 円、日給 6,400 円を標準とする。実施団体構成員によ

る講師料は、賃金とし、時給 3,500 円を上限とする。 

旅費 外部講師の交通費、講習会等への参加旅費 等 

需用費 消耗品・燃料費・電気料・ガス代・印刷製本費・修繕費・

広告宣伝費・その他物件費 等 

役務費 電話料・郵便料 等 

委託料 調査研究・開発研究 等 

使用料及び賃貸料 会場・資機材等の使用・借上げに要する経費 

原材料費 商品開発、サービス開発のために必要な材料費 等 

備品購入費 活性化事業実施上必要な備品 

施設整備費 

（商業者団体が負担する経費） 

商店街における、統一した個店の日よけ、庇、看板設置、

シースルーシャッターの設置等、商店街の活性化のための

施設整備費 

※すべて直接事業実施にかかる経費とする。 

※領収書を徴することができないもの（賃金及び交通費等実費弁償分は除く）は補助対象外

経費とする。 

※報償費及び賃金については、補助金額の５０％を超えないものとする。 

※飲食代（講師等の分も含む）は補助対象外経費とする。 



第１号様式（第６条関係） 
事業提案書 

 
平成  年  月  日 

 
（あて先）浜松市長  

 
所 在 地 
団体の名称               
代表者氏名             印 
連絡先 ℡ 

 
次のとおり、事業を提案します。 

事業名  

実施時期 平成 年 月 日（ ） ～ 平成 年 月 日（ ） 

実施場所  

概算事業費              円 

事業の目的 

 

事業の内容 
（事業の対象や

手法などを具体

的に記入） 

 

事業効果 

 

備    考  
※集客拠点整備事業については、今後３年間の収支計画、運営計画を提出すること。 



第２号様式（第６条関係） 
収支計画書 

 
１ 収入の部                                  

単位：円 

区     分 予算額 備          考 

補 助 金   

 

 
 
 

 
 
 

計   

 
２ 支出の部 

区     分 予算額 備          考 

 

  

計   

 
所 在 地 
団体の名称               
代表者氏名             印 
連絡先 ℡ 



第３号様式（第６条関係） 
 

団体の概要書 
 
 

団体名 
 

〒 
 

（  専用事務所  ・  住居兼用  ・  その他  ） 

電 話  ＦＡＸ  
事務所の所在地 

ホームページ  

代表者氏名 
 

氏  名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  
担当者連絡先 

Ｅメール  

設立年月日  

会員数  

団体の目的  

主な活動内容  

 
 



第４号様式（第６条関係） 
浜商商第      号 
平成  年  月  日 

 
           様 

浜松市長 
 
 

選考結果通知書 
 
 平成  年  月  日付けで提出のあった事業提案について、審査の結果、次のとお

り通知します。 
 

提 案 事 業 名  

提 案 者  

選 考 結 果 
浜松市商店街魅力アップ支援事業として 

採用  ・  不採用 
とさせていただきます。 

不 採 用 の 理 由 
 

 

その他特記事項  



第５号様式（第７条関係） 

 

補助金交付申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）浜松市長 

 

所 在 地  
                名   称               

代表者氏名              印 
連 絡 先 TEL 

 

 

 平成    年度において浜松市商店街魅力アップ支援事業を実施したいので、補助金を交

付されるよう関係書類を添えて申請します。 

  

１ 事業名 

 

２ 交付申請金額              円 

 

３ 添付書類 

  ・団体の規約 

  ・役員名簿 

  ・会員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第７条・第９条関係） 

 

事業・変更事業計画書 

  単位：円 

事 業 名  

事 業 主 体 名 

(共催、後援、協力

等) 

 

 

実 施 時 期 平成 年 月 日（ ） ～ 平成 年 月 日（ ） 

実 施 場 所  

事 業 の 目 的 

 

事 業 の 内 容 

 

備     考 

(担当者/連絡先等) 
 

※集客拠点施設整備事業については、以下の書類を添付すること。 

 ①予定位置図 

 ②現況写真 

注）変更事業計画書の場合は、変更前の計画を上段に括弧書きし、変更後の計画を下段に

記入してください。 



 第７号様式（第７条・第９条関係） 
 

収支・変更収支予算書 

１ 収入の部                              単位：円 

区     分 予算額 備          考 

補 助 金   

   

   

計   

 

２ 支出の部 

区     分 予算額 うち補助対象経費 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

計    

注）変更収支予算書の場合は、変更前の予算額を上段に括弧書きし、変更後の予算額を下

段に記入してください。 
所 在 地  

                名   称               
代表者氏名              印 
連 絡 先 TEL 



第８号様式（第７条関係） 
施設概要書 

 
事業概要  
項目 内容 
施 設 名  

（新設・更新）

設 置 規 模  
（基・㎡・ｍ・箇所）

総 工 事 費  
 

単価 
円／基・㎡・ｍ・箇所

設 置 区 域 浜松市             地内 
 

工   期 着工予定 平成   年   月   日 
完成予定 平成   年   月   日 

  ※集客拠点施設整備事業を実施するもののみ提出する。 
  ※新設、改修工事の場合には、設計書を添付すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第９号様式（第８条関係） 

浜松市指令商商第    号 

 平成    年    月    日 

 

           様 

 

浜松市長 

 

補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった浜松市商店街魅力アップ支援事業

費補助金について、浜松市補助金交付規則第７条の規定により次のとおり条件を付

して補助します。 

 

記 

 

１  交付決定金額 

 

 

 

 

 

 

２ 条 件  

 （１）補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

（２）補助事業の内容の変更をする場合は、事業変更承認申請書によりあらか

じめ市長の承認を受けること。 

 （３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、

市長に報告してその指示を受けること。 

 （４）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。 

 （５）補助事業の事業運営・経理の状況を審査し、不適当と認めたときは、 

当該補助金全部又は一部の返還を命ずる。 

 （６）事業完了後、実績報告書を市長に提出すること。 

 （７）浜松市補助金交付規則に基づく市長の指示に従うこと。 

 

  百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金         



第１０号様式（第９条関係） 

 

事業変更承認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）浜松市長 

 

所 在 地  

              氏名・名称              印 

代表者氏名              印 

連 絡 先 TEL 

 

 

平成  年  月  日付け浜松市指令商商第      号により補助金交付の決定を受

けた浜松市商店街魅力アップ支援事業の計画を下記のとおり変更したいので、承認される

よう関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事業名 

 

 

２ 計画変更の理由 

 （変更を受けようとする補助金の額及びその根拠など） 

 

 

 

 

 

３ 変更内容 

 

 



第１１号様式（第１０条関係） 

浜松市指令商商第      号 

平成    年  月  日 

 

              様 

 

 

             浜松市長 

 

補助金変更交付決定通知書 

 

 平成 年 月 日付け浜松市指令商商第      号をもって補助金交付決定した、浜松

市商店街魅力アップ支援事業費補助金交付決定額を次のとおり変更交付決定しま

す。 

 

記 

 

 

１ 変更交付決定金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

  百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金         



第１２号様式（第１１条関係） 

 

実 績 報 告 書 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）浜松市長 

 

所 在 地  

氏名・名称               印 

代表者氏名               印 

連 絡 先 TEL 

 

 平成  年  月  日付け浜松市指令商商第      号により補助金交付の決定を受け

た浜松市商店街魅力アップ支援事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

１．事業名 

 

 

２．完了の年月日 

 

 

３．補助金確定を受けたい額 

 

 

 

 

報告事項について審査いたしました。 

 

  平成  年  月  日 

 

         審査（検査）担当者氏名                 

 

 審査結果の意見 



第１３号様式（第１１条関係） 

事 業 実 績 書 

 

事 業 名  

事 業 主 体 名 

（共催、後援、協力

等） 

 

 

実 施 時 期 平成 年 月 日（ ） ～  平成 年 月 日（ ）  

実 施 場 所  

事業の成果 

（内 容） 

 

(チラシ、プログラ

ム、写真、新聞記事

等の参考資料を添

付) 

＊具体的に記入 

 

支援機関による 

課題抽出・評価等 

※支援機関記入欄 

 

備     考  

※集客拠点施設整備事業については以下の書類を添付すること。 

 ①工事請負契約書（写） 
 ②工事完了後の現況写真 
 ③位置図 
 ④出来高設計書 



第１４号様式（第１１条関係） 
収  支  決  算  書 

 

１ 収入の部                          単位：円 

比    較 
区     分 決 算 額 予 算 額 

増 △減 
備      考 

補 助 金      

      

      

計      

 

２ 支出の部 

比    較 
区     分 決 算 額 予 算 額 

増 △減 
備      考 

      

      

      

      

      

      

計     
 

 

 
所 在 地  

                名   称               
代表者氏名              印 
連 絡 先 TEL 



第１５号様式（第１２条関係） 
 

浜 商 商 第       号 

平成    年  月  日 

 

              様 

 

 

浜松市長 

 

補助金交付確定通知書 

 

 平成  年  月  日付けの実績報告書を審査の結果、下記の金額について、

浜松市商店街魅力アップ支援事業費補助金として確定します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金         



第１６号様式（第１３条・第１６条関係） 

 

請求書（概算払請求書） 

 

 

金            円 

 

 

 平成  年  月  日付け浜商商第      号により補助金交付の確定（概算払承認）

を受けた浜松市商店街魅力アップ支援事業費補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）浜松市長 

 

 

所 在 地  

              氏名・名称              印 

代表者氏名              印 

連 絡 先 TEL 

 

 

 

           【振込先】 

            口座振替先金融機関名 

            口座種別・口座番号 

            口座名義 

 



第１７号様式（第１４条関係） 

 

補助金概算払承認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）浜松市長 

 

所 在 地  

              氏名・名称              印 

代表者氏名              印 

連 絡 先 TEL 

 

 

 平成  年  月  日付け浜商商第      号により補助金交付の決定を受けた浜松市

商店街魅力アップ支援事業費補助金の概算払をされたく申請いたします。 

 

記 

 

１ 概算払を必要とする理由 

 

 

２ 概算払を必要とする金額                  円 

 

 

３ 概算払を必要とする時期                  月 

 



第１８号様式（第１４条関係） 

 

資 金 状 況 調  

 

単位：千円 

   月 別 

区 分 
月 月 月 月 月 月 月 計 

補 助 金         

         

         

収 

 

入 

 

の 

 

部 

計 

        

         

         

         

支 

 

出 

 

の 

 

部 

計         

差し引き残高         

 



第１９号様式（第１５条関係） 

 

浜松市指令商商第  号 

平成  年  月  日 

 

           様 

 

浜松市長 

                        

 

補助金概算払承認通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった浜松市商店街魅力アップ支援事業

費補助金の概算払承認申請について審査した結果、下記のとおり補助金の概算払を

承認いたします。 

 

記 

 

１ 概算払をする金額 

 

 

２ 概算払をする時期 

 



第２０号様式（第１８条関係） 

浜松市指令商商第  号 

平成  年  月  日 

 

           様 

 

浜松市長 

 

補助金返還命令書 

 

 平成  年  月  日付け浜商商第      号をもって交付を確定した浜松

市商店街魅力アップ支援事業費補助金について、浜松市補助金交付規則第 18 条の

規定により次のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還を命ずる額 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交付金額       金          円 

                           

３ 交付年月日      平成   年  月  日 

 

４ 返還を命ずる理由 

 

 

 

５ 返還期限       平成   年  月  日 

 

 

 

  百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金         


